
 

ロシアによるウクライナ侵攻を非難する決議 

 

２月２４日、ロシアはウクライナへの軍事侵攻を行った。 

これは、ウクライナの主権と領土を侵害し、武力の行使を禁ずる国連憲章の重大な

違反であり、国際秩序の根幹を揺るがすもので断じて容認できない。 

新温泉町は、「恒久平和の町」宣言を行い、核兵器の廃絶と戦争を許さない決意を表

明しており、平和と幸せな生活を求めている。 

新温泉町議会は、ロシアによる攻撃やウクライナの主権侵害を非難するとともに、

国際間の法秩序と対話による世界平和の実現を希求し、ロシア軍の無条件かつ即時の

撤退を強く求める。 

また、政府においては、国際社会とも連携し、あらゆる外交努力によって、ロシア

のウクライナからの無条件即時撤退と原状回復に全力を尽くすとともに、我が国への

影響対策について万全を尽くすことを要請する。 

 

以上、決議する。 
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